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注　

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等

    の目的（以下「特定取引目的」）の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特

    定取引負債」に計上しております。

    特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・オプ

    ション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。

３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、子会社・子法人等株式及び関連法人等株

　　式については移動平均法による原価法、その他有価証券については移動平均法による原価法又は償却原価法により行ってお

　　ります。なお、有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価

　　についても同じ方法によっております。

４．デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。

５．動産不動産の減価償却は、定率法（ただし建物については定額法）を採用しております。

　　　なお、建物（平成１０年３月３１日以前取得分）、建物附属設備および構築物の減価償却の方法は、従来、定率法によっ

　　ておりましたが、保有建物等の使用状況を見直した結果、店舗等として長期間安定的に使用している実態を考慮し、その償

　　却費用が使用期間に均等に計上される定額法が、より適正な期間損益を反映し合理的と考えられるため、当期より定額法に

　　変更しております。

　　これにより、定率法により減価償却を実施した場合に比べ、経常利益および税引前当期利益はそれぞれ１，４８２百万円増

　　加しております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建物　　１０年　～　５０年

　　　　動産　　　５年　～　２０年

６．自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。

７．社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。

８．外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

９．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

 まず、当行の信用格付制度により取引先を１０段階に区分し、更にそれらの取引先を自己査定に基づき、日本公認会計士協

 会銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当

    金の監査に関する実務指針」に規定する、正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・実質破綻先債権・破綻先債権に分

    類しております。

    正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績

    から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。

    破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を

    控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を引き当てております。

    破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保

    証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

    また、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生じる損失見込額を特定海外債権引当勘定（租税特別

    措置法第５５条の２の海外投資等損失準備金を含む）として引き当てております。

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び本部各部が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監

    査部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能

    と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は８８８,７３２百万円であ

    ります。

10．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額

　　を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法につきましては、発生年度の翌期から損益処理する方法を採

　　用しております。

　　　なお、会計基準変更時差異（１８１,８０６百万円）については、５年による按分額を費用処理しております。

11. 債権売却損失引当金は、株式会社共同債権買取機構に売却した不動産担保付債権の担保価値を勘案し、将来発生する可能性

    のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

    なお、この引当金は商法第２８７条ノ２に規定する引当金であります。

12．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

    準じた会計処理によっております。

13．ヘッジ会計の方法は、貸出金・預金等の多数の金融資産・負債から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管

　　理する、｢マクロヘッジ｣を実施しております。これは、｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び

　　監査上の取扱い｣(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第１５号)に定められたリスク調整アプローチによるリスク管理

　　であり、繰延ヘッジによる会計処理を行っております。また、リスク管理方針に定められた許容リスク量の範囲内にリスク

　　調整手段となるデリバティブのリスク量が収まっており、ヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証するこ

　　とにより、ヘッジの有効性を評価しております。

　　　なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っております。

14．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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15．特別法上の引当金は次のとおり計上しております。
       金融先物取引責任準備金 ９百万円    金融先物取引法第８２条の規定に基づく準備金であります。

16．株式には自己株式４２百万円が含まれております。なお、商法第２１０条ノ２第２項第３号に定める自己株式はありません。
17. 子会社の株式総額    ２１６,１７５百万円
18. 子会社に対する金銭債権総額    ４５５,４１３百万円
19. 子会社に対する金銭債務総額    １,０５４,８９９百万円
20．動産不動産の減価償却累計額   ２２９,２３２百万円
21．動産不動産の圧縮記帳額    ３０,２３４百万円
22. 貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機の一部等についてはリース契約により使用しております。
23．貸出金のうち、破綻先債権額は１７４,８１４百万円、 延滞債権額は８４９,９３１百万円であります。
    なお、自己査定の結果に基づき、自己査定上の「破綻先債権」を破綻先債権として、「実質破綻先債権・破綻懸念先債権」
    を延滞債権としており、これらの貸出金の未収利息を収益不計上としております。
24．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は６５,７３７百万円であります。
    なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及
    び延滞債権に該当しないものであります。
25．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１２４,６００百万円であります。
    なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の
    返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

    該当しないものであります。
26．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１,２１５,０８２百万円であります。
    なお、23.から26.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
27．手形割引により取得した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形等の額面金額は、７９０,５６５百万円であります。
28．担保に供している資産は次のとおりであります。
      担保に供している資産
         有価証券              １,８４６,７３４百万円
         貸出金               　　７０１,２８２百万円
      担保資産に対応する債務
         預金                       ５６,１１２百万円
         コールマネー             ８２３,３００百万円
         売渡手形              １,２８７,７００百万円
         借用金                     １３,６８７百万円
    上記のほか、資金決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券３,０１０,７２３百万円、貸出金
    ３９３,５１１百万円を差し入れております。
29．ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、純額で繰延ヘッジ利益として計上しております。なお、上記相殺前の繰延ヘッジ損
　　失の総額は１８７,１１７百万円、繰延ヘッジ利益の総額は２０８,２０６百万円であります。
30．「大阪府における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」（平成１２年大阪府条例第１３１号）が平成
　　１２年６月９日に公布されたことから、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を、当期より前期の
　　３９.６２％から３９.２０％に変更しております。この変更により、繰延税金資産の金額は５,６１６百万円減少し、当期
　　に計上された法人税等調整額の金額は同額増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債の金額は２９４百万円減少
　　し、再評価差額金の金額は同額増加しております。

31. 土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額
    については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金
    額を「再評価差額金」として資本の部に計上しております。
        再評価を行った年月日    平成１０年３月３１日
        同法律第３条第３項に定める再評価の方法  

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第５号
に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価に基づいて、奥行価格補正、時点修
正、近隣売買事例による補正等合理的な調整を行って算出

        同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と
        当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額      ２９,０９９百万円  
32．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金１,３１８,７６２百万円が
    含まれております。
33. 社債には、劣後特約付社債１５０,０００百万円が含まれております。
34. 商法第２８０条ノ１９第１項に規定する、取締役及び使用人に付与している新株引受権の内容は次のとおりであります。
     　平成１１年８月２３日をもって権利を付与した新株引受権　　　
          対象となる株式の種類        額面普通株式
  　 　　 対象となる株式の総数        ２７９千株
  　      新株の発行価額（行使価額）  １株につき６７４円
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     　平成１２年７月２５日をもって権利を付与した新株引受権　　　

          対象となる株式の種類        額面普通株式

  　 　　 対象となる株式の総数        ２９１千株

  　      新株の発行価額（行使価額）  １株につき７７２円

35. １株当たりの当期利益  １７円２８銭

36．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方債」「社債」「株式」

　　「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「その他の特定取引資産」中の譲渡性預け金、コマーシャル・ペーパー、

　　「預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中のコマーシャル・ペーパーが含まれております。以下39．まで同様

　　であります。

　　　売買目的有価証券

　　　　　貸借対照表計上額　　　　　　　　　４２２,３５３百万円

　　　　　当期の損益に含まれた評価差額           　１７７

　　　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの

　　　　　　　　　　　　     　　　   貸借対照表計上額　 　   　　　 　時価　　　　　　　　　　　差額

　　　　　子会社・子法人等株式　　　　　６４，３３７百万円　　　　　　６８，５５６百万円　　　　　４,２１９百万円　　

　　　　　関連法人等株式　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　－　　　　 　　　　　　　－　　    　

　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　６４，３３７   　　　　　　   ６８，５５６   　　　　　   ４,２１９　　　

　　　その他有価証券で時価のあるもの　　　

　　　　　当期においては、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行っておりません。なお、平成１２

　　　　年大蔵省令第８号附則第４項によるその他有価証券に係る貸借対照表計上額等（時価のあるもの）は次のとおり　　

　　　　であります。

　　　　　　　　貸借対照表計上額　　　　　　９，３１６，５０９百万円

　　　　　　　　時         価　　　　　     ８，９６９，８８１

　　　　　　　　差　　　　 額　　　　　　　　 △３４６，６２８

  　　　　　　　評価差額金相当額　　      　　△２１０，７４９

    　　　　　　繰延税金資産相当額　  　　　  　１３５，８７８

37．当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

　　　　　　 　  売却額　　　　　 　　　　　　　売却益　　　　　　　　　　　売却損

　　　    ９，４２２,６４７百万円　　　　１７４，８５７百万円　　　　　３３，３９８百万円　

38．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　内　　容　　　　　　　　　　　　　貸借対照表計上額

　　　満期保有目的の債券

　　　　　　　　　非上場外国証券　　　　　　　　　　　　７,０９４百万円

　　　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

　　　　　　　　　子会社・子法人等株式　　　　　　　２６０,０６０

　　　　　　　　　関連法人等株式　　  　 　　　　　　　 ６,３９１

　　　その他有価証券

　　　　　　　　　非上場債券　　　　　　　　　　　　３１２,７８５

　　　　　　　　　非上場株式（店頭売買株式を除く）　　９４,２０９

　　　　　　　　　非上場外国証券　　　　　　　　　　　５２,９１７

39．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　１年以内　　　　　　　１年超５年以内　　　　　　５年超10年以内　　　　　　　10年超

　　 債券　　　２，３６８，７１５百万円　 １，７９８，８３６百万円　　 ９６４，８７８百万円　　         －　百万円

　　　 国債　　２，３４３，９５１　　　 　１，４７３，５１８　　　　　 ８５１，５６７　　　　　　　     －　

　　　 地方債　　　　　２，２７１　　　　 　　 　　　 　２６　　　　　     ３，０８９　　　　　　　     －　　　　

　　   社債　　　　　２２，４９２　　　　     ３２５，２９１　　　　　 １１０，２２１　　　　　         －　

　　 その他　　　　３６３，０２３　　　　 　  ２６３，９２９　　　　 　１４６，７０５　　　　 １４６，５２８

　　 合　計　　２，７３１，７３９　　　 　２，０６２，７６６　　　　１，１１１，５８３　　　　１４６，５２８

40．金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。

　　　その他の金銭の信託

　　　　　当期においては、その他の金銭の信託について時価評価を行っておりません。

　　　　なお、その他の金銭の信託に係る貸借対照表計上額等は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　貸借対照表計上額　　　　　　　　　　　　　２２,２０８百万円

　　　　　　　　　　　時価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２,６７７

　　　　　　　　　　　差額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　４６８

　　　　　　　　　　　　うち益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　４９４

　　　　　　　　　　　　うち損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２５

　　　　　　　　　　　評価差額金相当額　　　　　　　 　　　　　　　　２８５

　　　　　　　　　　　繰延税金負債相当額　　　　　　　　　　　 　　　１８３
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（旧会社名　さくら銀行）

41．消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、国債、地方債、保管有価証券等及び商品有価証券に合計２９２，１７１百

　　万円含まれております。

　　　なお、使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有価証券は、貸付有価証券に計上しておりましたが、金融商品に

　　係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成１１年１月２２日））の適用に

　　伴い、当期よりその種類毎に国債、地方債等に計上しております。当期末における使用貸借又は賃貸借契約により貸し付

　　けている有価証券は２,０２５百万円であります。

42．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定

　　された条件について違反がない限り､一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る

　　融資未実行残高は、６,５５３,９４７百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で　

　　取消可能なものが、６,０１９,０８８百万円あります。

　　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の

    将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、

　　その他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の

　　条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定

　　期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ

　　ております。

43．当期末における退職給付引当金並びに同引当金と相殺されている退職給付信託における年金資産（未認識数理計算上の差異

　　を除く）は、それぞれ以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退職一時金　　　　　厚生年金基金　　　　　　　　合計

　　　　　　　退職給付引当金　　　　　△３７,９１７百万円　　△２１,４５７百万円　　△５９，３７４百万円

　　　　　　　（退職給付信託の年金資産控除前）

　　　　　　　退職給付信託の年金資産　　２７,１９３　　　　　　１８,１２６　　　　 　　４５,３２０

　　　　　　　（未認識数理計算上の差異を除く）

　　　　　　　退職給付引当金　　　　　△１０,７２４　　　　　　△３,３３０　         △１４,０５４

　　　　　　　（退職給付信託の年金資産控除後）

　　　当期末の退職給付債務等は以下のとおりであります。

　　　　　退職給付債務　　　　　            △５８１,９３８百万円

　　　　　年金資産（時価）　　　      　　    ３５７,６３３

　　　　　未積立退職給付債務　　　　　　　　△２２４,３０４

　　　　　会計基準変更時差異の未処理額　　　　１４５,４４５

　　　　　未認識数理計算上の差異　　　　　　　　６４,８０４

　　　　　貸借対照表計上額の純額　　　　　　　△１４,０５４

　　　　　　　退職給付引当金　　　　　　　　　△１４,０５４

44. 債券貸付取引に際して預かる担保金につきましては、従来「債券貸付取引担保金」（当期末残高２８３，６８６百万円）と

　　　 して、独立表示しておりましたが、当期より「その他の負債」に含めて表示しております。

45. 有価証券取引およびデリバティブ取引を約定日基準で認識することに伴う未払金につきましては、当期より「約定取引未払

　　金」として独立表示しております。なお、従来、独立表示しておりました「特定取引未払金」（当期末残高４００，５２９

　　百万円）は、「約定取引未払金」に含めて表示しております。

46．当行は、平成１２年５月２２日に株式会社住友銀行との間で合併契約を締結しました。平成１２年６月２９日開催の第１０

　　期定時株主総会において、また、平成１２年６月２９日開催の第二回優先株式にかかる種類株主総会および平成１２年６月

　　２８日開催の第三回優先株式（第二種）にかかる種類株主総会において、それぞれ承認可決されました当該合併契約書に基

　　づき、平成１３年４月１日をもって株式会社住友銀行と合併し、資産及び負債並びに権利義務の一切を同行に引き継ぎまし

　　た。


